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 越えてきた枝は切り取ってOK?
 改正のポイントをわかりやすく解説

 改正民法内で見直し！
「相隣関係」とは？

「宅配ボックス」の基礎知識
お役立ち情報



何かと話題の「所有者不明土地問題」に対処するため、何かと話題の「所有者不明土地問題」に対処するため、
長い歴史を持つ民法の相隣関係規定が改正され、長い歴史を持つ民法の相隣関係規定が改正され、

2023（令和5）年4月1日に施行されます。2023（令和5）年4月1日に施行されます。
今回は賃貸オーナーの関心が高い主な改正点について、今回は賃貸オーナーの関心が高い主な改正点について、

久保原弁護士に解説していただきました。久保原弁護士に解説していただきました。

﹁
所
有
者
不
明
土
地
﹂の
急
増
で

相
隣
関
係
規
定
を
見
直
し

　

相
隣
関
係
規
定
は
、隣
り
合
っ
た
土

地
の
権
利
調
整
に
関
し
て
定
め
て
い
ま

す
。例
え
ば
、囲
ま
れ
た
土
地
か
ら
公
道

に
出
る
た
め
の
通
行
権
や
、工
事
等
で
の

隣
地
の
使
用
、隣
地
に
流
れ
込
む
雨
水
、

境
界
標
や
障
壁
な
ど
に
つ
い
て
規
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
期
に
民
法
が
制
定
さ
れ
た
際
、

海
外
の
民
法
を
手
本
と
し
つ
つ
、日
本
の

生
活
環
境
・
文
化
に
即
し
て
相
隣
関
係

規
定
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
が
、そ
れ
か
ら

社
会
状
況
は
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、隣
地
間
で
調
整
す
べ
き
問
題
の
多

く
は
、判
例
や
特
別
法
の
制
定
に
よ
っ
て

対
応
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、条
文
上
明

確
に
す
る
必
要
性
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

特
に
、現
在
は
、「
所
有
者
不
明
土
地
問

題
」が
極
め
て
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

民
法
の
相
隣
関
係
規
定
は
、必
要
に

迫
ら
れ
た
場
合
に
は
隣
地
の
所
有
者
と

訴
訟
等
に
よ
り
紛
争
解
決
が
可
能
な
こ

と
を
前
提
に
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、所
有
者
が
誰
か
分
か
ら
な
い

土
地
、所
有
者
が
所
在
不
明
の
土
地
が

増
加
し
、こ
の
前
提
は
崩
れ
つ
つ
あ
り
ま

す
。そ
こ
で
相
隣
関
係
規
定
が
改
正
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

①
隣
地
使
用
権
に
つ
い
て

　

隣
地
使
用
に
つ
い
て
現
行
民
法
で
は
、

土
地
所
有
者
は
、土
地
の
境
界
・
そ
の
付

近
で
、「
障
壁
又
は
建
物
を
築
造
し
又
は

修
繕
す
る
た
め
」に「
隣
地
の
使
用
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」と
定
め
て
い
ま

す
。あ
く
ま
で「
使
用
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
」と
定
め
ら
れ
て
お
り
、当
然

に
は
使
用
権
は
認
め
ら
れ
ず
、隣
地
と

争
い
が
あ
る
場
合
は
訴
訟
で
認
め
ら
れ

て
初
め
て
隣
地
の
使
用
が
可
能
に
な
る

と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、隣
地
が
所
有
者
不
明
も
し

く
は
所
在
不
明
の
場
合
、隣
地
所
有
者

の
調
査
や
追
加
の
手
続
き
を
し
た
う
え

で
訴
訟
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、非
常
に

大
き
な
負
担
で
す
。そ
こ
で
改
正
後
民

法
は
、「
隣
地
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
」と
、隣
地
使
用
権
を
明
確
に
規
定
し

改正民法内改正民法内でで
見直し！見直し！

 「相隣関係」とは？ 「相隣関係」とは？

越えてきた枝は切り取ってOK?
改正のポイントをわかりやすく解説

文／九帆堂法律事務所 

東京大学法学部、同法科大学院
修了。2018年、九帆堂法律事務
所入所。大家さんの代理人として
多数の賃貸借案件を扱う。

弁護士 伊藤 和貴さん

2007年、京都大学大学院法学研究科修了。同年、司法試験合
格。2008 年、九帆堂法律事務所設立。最高裁で勝訴した更新
料裁判の大家さん側弁護団の首都圏担当。更新料裁判では、首
都圏で唯一の弁護団所属弁護士として様々な情報を発信。

弁護士 久保原 和也さん（写真）



て
い
ま
す
。

　

ま
た
、使
用
目
的
も
、「
障
壁
、建
物
そ

の
他
の
工
作
物
の
築
造
、収
去
又
は
修

繕
・
境
界
標
の
調
査
又
は
境
界
に
関
す

る
測
量
・
枝
の
切
取
り
」と
拡
大
し
、隣

地
使
用
に
際
し
て
の
負
担
を
軽
減
す
る

内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

他
方
で
、隣
地
側
の
権
利
が
過
度
に
制

限
さ
れ
な
い
よ
う
、①
損
害
が
最
も
少
な

い
日
時
、場
所
、方
法
を
選
ん
で
使
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、②
隣
地
所
有

者
ら
へ
の︵
原
則
事
前
︶通
知
義
務
、③

損
害
に
応
じ
た
隣
地
へ
の
償
金
の
支
払

義
務
と
い
う
各
規
定
も
定
め
ら
れ
ま
す
。

賃
貸
経
営
の
中
で
、建
物
や
設
備
の
建

築
・
補
修
・
解
体
や
、境
界
の
確
認
・
土

地
の
測
量
等
の
た
め
に
隣
地
使
用
の
必

要
が
生
じ
た
場
合
に
、改
正
法
を
確
認

す
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。

②
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
設
置
等
の

権
利
に
つ
い
て

　

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
関
す
る
隣
地
の
使

用
権
等
に
つ
い
て
、現
行
民
法
に
規
定
は

あ
り
ま
せ
ん
。今
回
の
改
正
で
初
め
て
民

法
が
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
規
定
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。土
地
所
有
者
は
、ラ

イ
フ
ラ
イ
ン︵
電
気
、ガ
ス
、水
道
、電
話
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
︶を
設
置
・
使
用

す
る
た
め
の
、隣
地
等
へ
の
設
備
の
設
置

権
、他
人
所
有
の
設
備
の
使
用
権
が
認

め
ら
れ
ま
す
。

　

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
使
う
た
め
に
複
数

の
土
地
を
ま
た
ぐ
必
要
が
あ
る
場
合
、

直
接
接
し
て
い
な
い
土
地
へ
の
設
備
設

置
、使
用
権
も
認
め
ら
れ
ま
す
。①
損
害

が
最
も
少
な
い
場
所
・
方
法
を
選
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、②
事
前
通
知

義
務
、③
損
害
に
応
じ
た
償
金
の
支
払

義
務
の
各
規
定
が
定
め
ら
れ
る
の
は
隣

地
使
用
権
と
同
様
で
す
。

　

な
お
、ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
設
置
に
際
し
承

諾
料
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
が
、改
正
法
で
は
承
諾
料
支
払
義
務

の
規
定
は
盛
り
込
ま
れ
ず
、承
諾
料
を

支
払
う
法
的
義
務
は
な
い
こ
と
が
示
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。建
物
の
建

築
や
大
規
模
修
繕
、マ
ン
シ
ョ
ン
の
電

話
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
工
事
等
の
際
に
、

本
条
項
が
関
係
し
ま
す
。

③
枝
の
切
り
取
り
に
つ
い
て

　

越
境
し
た
枝
の
切
り
取
り
に
関
す
る

規
定
も
改
正
さ
れ
ま
す
。現
行
民
法
は
、

竹
木
の「
根
」が
土
地
の
境
界
を
越
え
て

生
え
て
き
た
と
き
は
土
地
の
所
有
者
は

「
自
ら
根
を
切
る
こ
と
が
で
き
る
」一
方
、

境
界
を
越
え
て
き
た
の
が「
枝
」で
あ
る

と
き
は
、土
地
の
所
有
者
は
、そ
の「
竹

木
の
所
有
者
に
枝
を
切
ら
せ
る
こ
と
が

で
き
る
」と
定
め
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、竹
木
の
所
有
者
が
枝
を

切
ら
な
い
場
合
や
所
有
者
が
不
明
・
行

方
不
明
の
場
合
に
は
、基
本
的
に
は
毎

回
裁
判
が
必
要
と
な
り
え
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
は
、「
竹
木
の
所
有
者
に

枝
を
切
ら
せ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
」と

い
う
原
則
は
変
え
ず
に
、次
の
3
つ
の
場

合
に
は
隣
地
所
有
者
が
枝
を
切
る
こ
と

が
で
き
る
、と
定
め
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

①
枝
を
切
る
よ
う
催
告
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、竹
木
の
所
有
者
が
相
当
期
間
内

︵
基
本
的
に
は
２
週
間
程
度
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
︶に
切
ら
な
い
と
き
、②
竹

木
の
所
有
者
が
不
明
若
し
く
は
所
在
不

明
の
と
き
、③
急
迫
の
事
情
が
あ
る
と

き
に
は
、隣
地
所
有
者
が
自
ら
枝
を
切

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

﹁
所
有
者
不
明
土
地
﹂を

作
ら
な
い
こ
と
が
重
要

　

今
回
の
改
正
の
背
景
に
あ
る
所
有
者

不
明
土
地
問
題
は
、深
刻
な
問
題
で
す
。

私
ど
も
へ
の
法
律
相
談
も
増
え
て
い
ま

す
。ま
ず
は
、自
分
が
所
有
者
不
明
土
地

を
作
ら
な
い
よ
う
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

仮
に
価
値
が
な
い
と
思
わ
れ
る
土
地
を

相
続
し
た
よ
う
な
場
合
で
も
、適
切
な

管
理
・
処
分
を
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

図1.民法改正前後で異なる隣地使用の規定

使用請求
使用許諾
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改正民法
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Pick
Up!

お役立ち情報

各ロッカーにダイヤルやテンキーが付い
ている。配達員は荷物を入れて暗証番号
をセットし、番号を記載した配達票をポス
トに投函する。

液晶画面や音声案内に従って操作する
タイプ。物件内で管理する「自主管理方
式」と、宅配ボックス会社による「オンライ
ン管理方式」がある。

折りたためて、使いたいときに玄関ドア付
近に置き、ワイヤーでつないで固定してお
くタイプや、頑丈な据え置きボックスタイ
プなどがある。

●電気不要でランニングコストはゼロ
●本体価格が比較的安い
●配線工事不要で導入費用が安い
●小サイズもあり、省スペースにも対応

●着荷などの履歴を残せて管理が容易
●オンライン管理はトラブル対応が迅速
●各戸専用の暗証番号やカードにより、
　盗難の心配がない
●常に施錠状態なのでいたずらされない

●未使用時は折りたたんでおける
●置いておくだけなので、電気工事など
　の導入コストがかからない
●耐久性、撥水性があるタイプも多く、
　ランニングコストもゼロ

●着荷などの履歴が残らず管理しにくい
●暗証番号を使ったいたずらのおそれも
●トラブルにはオーナーや
　管理会社が対応するしかない

●電源がない場合、配線工事が必要
●レンタル、リースの利用料や
　メンテナンスなど、月額の費用がかかる
●設置場所が限定されるケースが多い

●荷物が入っていることが
　一目で分かるため、盗難のリスクも
●ポータルサイトでの「宅配ボックス」の
　検索対象にならない

導入費用・ランニングコストを
抑えたい人

コストよりも管理のしやすさを
優先する人

コストをかけたくない、
スペースがない人

機械式 電気式 簡易式

宅配ボックスの型式別比較表

「宅配ボックス」の基礎知識
コロナ禍で非接触の受け渡しのニーズが高まり、

より不可欠な設備となった「宅配ボックス」ですが、実は様々な型式があります。
今回は、種類別の特徴やメリットを紹介するので、導入の参考にしてみてください

コロナ禍でさらなるニーズの高まり！

　

最
近
で
は
、受
領
印
を
代
行
す
る
捺

印
シ
ス
テ
ム
が
付
い
た
も
の
や
、よ
り
頑

丈
な
タ
イ
プ
な
ど
、様
々
な
特
徴
を
持
っ

た
宅
配
ボ
ッ
ク
ス
が
あ
り
ま
す
が
、大
き

く
は
３
つ
の
型
式
に
分
か
れ
ま
す
。

　

ダ
イ
ヤ
ル
式
と
も
呼
ば
れ
る「
機
械

式
」、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
制
御
さ
れ
る「
電

気
式
」、導
入
の
手
間
が
な
い「
簡
易
式
」

で
す
。タ
イ
プ
別
の
特
徴
や
メ
リ
ッ
ト
、

懸
念
点
を
知
り
、費
用
や
防
犯
性
、管

理
方
法
な
ど
を
比
較
し
て
、自
身
の
所

有
物
件
に
合
っ
た
タ
イ
プ
を
選
び
ま

し
ょ
う
。

　

ち
な
み
に
、集
合
住
宅
で
一
般
的
に
必

要
な
ボ
ッ
ク
ス
数
の
目
安
は
、平
均
的
な

利
用
率
か
ら
、機
械
式
が
世
帯
数
の
45

～
50
％
、電
気
式
は
世
帯
数
の
20
～
35

％
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、導
入
す
る
際
の

参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
だ
導
入
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、ぜ
ひ

検
討
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

費
用・
防
犯
性・
管
理
方
法
か
ら

物
件
に
合
っ
た
商
品
の
導
入
を

【おすすめの人】

特
徴

メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト

【おすすめの人】 【おすすめの人】


